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令和元年度 大崎商工会通常総代会



令和元年度 通常総代会を開催！

【令和元年度事業計画・重点事業】

【重点事業】

１．事業評価委員会の評価に基づいた、より効果的な経営発達事業の推進及び構築

２．中小企業及び小規模事業者が持続的発展に必要な経営計画の策定支援及び進捗状況の把握

３．「宝の都・大崎」２０１９プレミアム商品券発行事業の実施

４．消費税増税及び「消費税軽減税率」の実施に伴う相談・支援の強化

５．「働き方改革」等新規に導入される制度の周知徹底を図るとともに取組みに対する支援強化

６．職員定数管理計画に基づいた新規会員獲得強化の実施及び組織・財政基盤の強化

2

～商工会は行きます・聞きます・提案します!!～

令和元年6月大崎商工会だより　おおさき新風　第81号

　令和元年度通常総代会（第１５回）が去る５月２３日（木）午後２時から沼部公民館において、伊藤康志大崎市長

（代理出席・小野寺産業商工課課長）をはじめ、多数のご来賓を迎え、総代７３名の出席のもと開催されました。議

事に先立ち、宮城県知事褒状、宮城県商工会連合会長表彰、大崎商工会長表彰が行われ、会員事業所に勤務する従業

員１５名が優良従業員として、表彰の栄に浴されました。続いて、議長選出では、田尻地区の伊藤和博氏が議長に選

出され、上程された５議案全てが満場一致で可決承認されました。　尚、承認された５議案は下記の通り。

１．事業評価委員会の評価に基づいた、より効果的な経営発達事業の推進及び構築

　　　平成３０年３月に国から認定された「大崎商工会経営発達支援計画」（５年計画）に基づいた２ヶ年目の経営

　　発達支援事業について、会員事業者に対する伴走型支援の実行的な推進により効果的な経営支援を行うための体

　　制を整備し、会員事業所に対して経営計画の必要性の理解を深めるとともに経営計画策定支援と策定した経営計

　　画のフォローアップ支援等を行い小規模事業者が持続的発展及び成長的発展するために積極的支援を行って参り

　　ます。

２．中小企業及び小規模事業者が持続的発展に必要な経営計画の策定支援及び進捗状況の把握

　　　小規模基本法成立に伴い、国が事業者の販路開拓等を直接支援する「小規模事業者持続化補助金」（５０万円）

　　や「ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金」（１，０００万円）等について、タイムリーな情報提供

　　と伴走型経営支援を進め、申請・採択に向けた経営計画策定及び販路開拓に対して積極的な支援を行います。

　　　さらに、本年度から新たに見直された大崎市独自の支援施策「大崎市中小企業・小規模企業持続化事業補助金

　　制度」等について、積極的に申請、採択に向けた伴走型支援を行って参ります。

理事　菅原 照義 氏 理事　鈴木 慎一 氏

【第１号議案】　大崎商工会運営規約の一部改正（案）承認の件

【第２号議案】　令和元年度事業報告書及び収支決算書、貸借対照表並びに財産目録承認の件

【第３号議案】　令和元年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件

【第４号議案】　令和元年度借入金最高限度額及び借入先承認の件

【第５号議案】　役員欠員に伴う補欠選任の件

補欠選任された新役員



国県補助金

55,856千円

（44.3%）

市補助金等

19,267千円

（15.3%）

会費・手数料等

45,977千円

（36.5%）

前期繰越

収支差額

4,900千円

（3.9%）

収入の部 126,000千円

経営改善

普及事業費

80,451千円

（63.9%）

地域総合振興

事業費

21,918千円

（17.4%）

管理費他

23,631千円

（18.8%）

支出の部 126,000円
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～地域活性化を目指し躍進する商工会～
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　個人消費の喚起と消費者購買力の流出防止と地域経済の活性化を目的に、３ヶ年計画事業の最終年と

なる「世界農業遺産認定記念」２０１９プレミアム商品券発行事業を実施致します。これにより消費に

対して活力を与え、衰退が著しい地域商業の持続化に貢献して参ります。

　更に１０月に使用開始が予定されている「国のプレミアム付商品券事業」についても関係機関と調整

を行いながら、事業の効果的推進に協力を行って参ります。

　本年１０月１日から消費税８％から１０％に引き上げられ、「消費税軽減税率」が新たに導入されま

す。

　本会では、消費税の引き上げや「消費税軽減税率」の導入に際しての対応について、相談窓口を継続

的に設置し、講習会の開催やパンフレットや冊子を活用しながら普及推進してきたところであります。

今後についても「消費税軽減税率対策補助金（レジ導入補助金）」や「キャッシュレス・消費者還元事

業」等の支援施策を普及活用し、中小企業・小規模事業者に対する適正な価格転嫁及び軽減税率制度の

円滑な導入について支援を行って参ります。

　「長時間労働の是正」「従業員の年次有給休暇の確実な取得」「同一労働同一賃金」等の「働き方改

革」の周知徹底と理解浸透を図るため、関係機関と連携しながら、講習会等による支援施策の普及・活

用を図り支援を行います。

　また、事業承継について、事業承継診断による支援ニーズの掘り起こしを行うとともに、支援施策の

周知徹底に努め、事業承継ネットワーク等関係機関と連携を密にし、後継者等に対する経営計画策定を

支援する等、早目の事業承継に向けた具体的な取り組みを支援して参ります。

　宮城県商工会連合会が策定した職員定数管理計画では、小規模事業者数及び会員数の基準により、当

会では、令和６年度～７年度にかけて職員４名を削減する計画になっております。この職員設置定数の

減少を最小限に食い止め会員サービスの充実を図るため、役職員一丸となって強力な会員加入推進を進

め、期首会員数の１％増の会員増強を目指すとともに、最小限の減員に留めるべく会員数８００事業所

の目標達成と商工会組織強化と財政基盤の拡充に繋げ、職員削減に伴う商工会組織、財政、事業の見直

し、検討を行い、新しい支援機関としての商工会の方向性を確立して参ります。

令和元年度　収支予算構成比

３．「宝の都・大崎」２０１９プレミアム商品券発行事業の実施（３ヶ年計画の最終年）

４．消費税増税及び「消費税軽減税率」の実施に伴う相談・支援の強化

５．「働き方改革」等新規に導入される制度の周知徹底を図るとともに取組みに対する支援の強化

６．職員定数管理計画に基づいた新規会員獲得強化の実施及び組織・財政基盤の強化



青年部員・女性部員募集！！

～ 商工会のお知らせ ～

事業資金は公庫の定期相談で！

商工会では、日本政策金融公庫の定期相談会を下記の通り開催しております。完全予約制となっておりますので、ご相談希

望の方は事前に商工会までご連絡下さい。

【開催日】毎月 第４木曜日 【会 場】大崎商工会（三本木本所） １３:００～１６:００ 完全予約制

※相談時間を予約により調整いたします。

※相談をご希望の方は定期相談会開催３日前まで商工会（本所・支所）へご連絡下さい。

マル経融資（小規模事業者経営改善資金貸付）

商工会の経営指導を受けるなどの一定の要件を満たしている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を

無担保・無保証人でご利用できる制度です。

【貸付限度額】２千万円 【返済期間】運転資金７年、設備資金１０年 【金利】1.21％ 令和元年 5月16日現在

※申込みには、一定の要件がありますので、商工会まで問い合わせ下さい。

小規模事業者経営発達支援資金

経営発達支援計画の認定を受けた大崎商工会から事業計画の策定・実施の支援を受け、持続的発展に取り組む小規模事業者

であり、事業の持続的発展を目的とした事業計画の実施のために必要とする設備資金及びそれに伴う運転資金です。

【貸付限度額】７千２百万円 【返済期間】運転資金８年、設備２０年【金利】

消費税軽減税率対応セミナー（キャッシュレス・消費者還元事業）の開催

【日 時】令和元年 ７月１０日（水） 午後２時～午後４時 【場 所】大崎商工会館大ホール

【内 容】・消費税軽減税率対策補助金について ・キャッシュレス・消費者還元事業の概要について

令和元年6月４ 大崎商工会だより　おおさき新風　第81号

～地域になくてはならない商工会～

　大崎商工会青年部・女性部では部員を募集しております。

　青年部・女性部は資質向上を目指し講習会や先進地視察研修等研修事業を行い、更に地域の祭り・各種イベ

ントを実施・協力し地域振興を担っており、他の市町村の青年部・女性部とも情報交換や親睦を図り、事業発

展のチャンスの場や新たな自分を発見する場を提供しております。詳しくは商工会まで。

『ネットｄｅ記帳』が経理業務を変えます！
いつでも・どこでも・誰にでも！

インターネットが使えるパソコ
ンであれば、会社でも自宅でも、
外出先でも元帳や試算表の入力、
確認が可能です。

【すぐに使えるネットで簡単！】
自分で記帳が不安な方は、記帳指
導のほか、商工会が代わって伝票
入力や帳簿作成などを代行する記
帳代行サービスも利用可能です。

【商工会がしっかりサポート】
事業者ごとにパスワードで管理
され、データ処理も暗号化。
会社情報を万全のセキュリティ
で管理しています。

【セキュリティも安心】

お気軽に
お問合せ
下さい。

商工会に加入している事業所の４５歳までの経

営者・後継者若しくは後継者と認められる方で

す。

商工会の会員（法人ではその役員）もしくはその配

偶者、又は会員の親族であって、その事業に従事し

ている方、年齢に関係なく女性の方は加入できます。

～青年部に加入できる方～ ～女性部に加入できる方～

　本年１０月に消費税率の引上げ及び軽減税率制度の導入が行われ、軽減税率制度の対象となる品目の消費税については、軽

減税率（８％）が適用され、事業者の皆さまは業種にかかわらず、簡素な方法による区分記載請求書等保存方式を実施した後、

2023年10月から適格請求書等保存方式（インボイス制度）へ移行することとなります。また、「消費税軽減税率対策補助金（レ

ジ補助金）」や「キャッシュレス・消費者還元事業」等の支援施策が打ち出されており、適正な価格転嫁並びに軽減税率制度

の円滑な導入、キャッシュレス決済について、下記の通りセミナーを開催致しますので是非ご参加下さい。

※申込みには、一定の要件がありますので、商工会まで問い合わせ下さい。
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